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農業交渉議長による貿易交渉委員会（TNC）への報告書 

 

平成２０年８月１２日 

農 林 水 産 省 

１．概要 
 
日本時間８月 11 日（月）深夜、ファルコナー農業交渉議長より、貿易交渉委員

会への報告書がWTO加盟国に対して配布された。 

 

２．報告書の特徴 
 
（１）基本的には、７月21日から2９日に開催されたWTO閣僚会合期間中の議論

を踏まえ、議長の責任において主要論点について現時点での状況評価を行

ったもの。 

（２）ファルコナー議長は、多くの論点について、妥結の基礎となるものがあったと

評価。他方、決定的に相違があった論点、議論さえされなかった重要な論点

が存在することについても言及。 

（３）最上位階層の削減率、重要品目の数については、具体的な数値に言及して

いる一方で、他の主要論点は議長のコメントを明記。 

（４）交渉妥結の状況になるまでは、モダリティ案の改訂版を発出する考えがない

ことに言及。 

（５）結論として、ＳＳＭや、議論をしなかった論点（綿花、関税割当の新設など）を

含めすぐにでも議論を開始すべきであるとし、高級事務レベルによる集中的な

議論のために議長としても努力を続ける用意があるとしている。 
 
 

３．主要論点の要点 
 
 

論 点 内 容 

最上位階層の

関税削減率 

 

● ７０％とすることについてのG7（日本、米、EU、豪、ブラジ

ル、インド、中国）、グリーンルーム（30 数ヶ国程度の会合）

での議論の内容が報告されていると記述。 

上限関税 ● パラ７６（１００％を超える高関税が残る場合の代償措置）

について、G7 及びグリーンルームでの議論の内容が報告

されていると記述。 

（上限関税について、言及なし。） 
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重要品目の数 ● ４＋２という考え方を基礎としたG7及びグリーンルームで

の議論の内容が報告されていると記述。 

● Ｇ７以外で問題を抱える加盟国を含めた更なる議論の必

要性について言及。 

重要品目の 

取扱い 

● 先進国の重要品目の取扱いについて、言及なし。 

 （ラミー調停案にある消費量の４％拡大について言及なし） 

関税割当枠の

新設 

● 立場の違いを埋める新たな土台なし、ただし、二国間で

の議論は行われていたと記述。 

特別セーフガ

ード（ＳＳＧ） 

● SSG の対象となる品目数を減らし、７年間で撤廃するとい

う G7 及びグリーンルームでの議論の内容が報告されてい

ると記述。 

途上国向け特

別セーフガー

ド（ＳＳＭ） 

● 譲許税率を超えることができる基準発動水準（トリガーレ

ベル）についての立場の相違をＧ７で埋めることができな

かったことなどを記述。 

輸出規制に関

する規律 

● 加盟国に受け入れられ得る調整を加えたテキストが存在

すると信じていると記述。 

国内支持 ● 米国の貿易歪曲的国内支持（ＯＴＤＳ）について現行テ

キストの幅の中間とすることについて議論の内容が報告さ

れていると記述。 

 

（以上） 


